
 

非常災害時の登降園について 

   

非常災害時の登降園について、下記のとおりにいたします。園児の安全確保のためご協力をお願い

いたします。 

１．特別警報が発令された場合 

午前７時現在 伊丹市に いずれかの 

特別警報 が発令された場合 

・臨時休園とする。 

登園後に 伊丹市に いずれかの 

特別警報 が発令された場合 

 

・幼稚園待機とする。 

・｢特別警報｣解除後は安全措置を講じる。 

（降園又は幼稚園待機継続等 一斉メールにて

連絡） 

２．警報が発令された場合 

午前７時現在 伊丹市に 

｢暴風警報｣｢大雨警報｣｢洪水警報｣

「大雪警報」「暴風雪警報」  
のいずれかが発令された場合 

・自宅待機とする。 

・９時までに解除されたら登園する。 

・９時以降も警報発令中の時は臨時休園とする。 

登園後 伊丹市に 

｢暴風警報｣｢大雨警報｣｢洪水警報｣

「大雪警報」「暴風雪警報」 
のいずれかが発令された場合 

・状況により、降園させることがあります。 

・個人降園としますので、保護者の方が迎えに

来てください。(一斉メールにて連絡) 

 

１． すでに登園している時に、警報が発令されたり地震や非常事態が発生したりした場合は、安全

確認ができるまで園に待機させ、状況を判断して緊急に降園させることがあります。つきまし

ては、緊急降園時に備え、常にその準備を心がけてください。 

２． 午前９時までに｢暴風警報｣｢大雨警報｣｢洪水警報｣「大雪警報」「暴風雪警報」のすべてが解除

された場合は、自宅付近の状況、特に増水や被害の様子などをよく判断し、十分に安全を確認

した上で登園してください。必要な措置の決定について、関係機関と連携（連絡）し判断する

場合があります。 

３． 伊丹市ホームページ「市立学校・幼稚園緊急のお知らせ」 

    伊丹市ホームページ（http://www.city.itami.hyogo.jp/index.html） 

 

＊登園前に発生  ・震度５弱以上の場合・・・臨時休園します。 

          なお、震度５未満であっても、各地域の状況により臨時休園 

          とすることがありますが、その際には一斉メールで連絡します。 

＊登園後に発生  ・幼稚園で判断し、緊急降園させる場合があります。 

         ・個人降園としますので、保護者の方が迎えに来てください。 

保存用 

３．地震が発生した場合 

 


